
昭
和
十
九
年
法
律
第
四
号

昭
和
十
九
年
法
律
第
四
号
（
経
済
関
係
罰
則
ノ
整
備
ニ
関
ス
ル
法
律
）

第
一
条
　
特
別
ノ
法
令
ニ
依
リ
設
立
セ
ラ
レ
タ
ル
会
社
、
鉄
道
事
業
、
電
気
事
業
、
瓦
斯
事
業
其
ノ
他
其
ノ
性
質
上

当
然
ニ
独
占
ト
為
ル
ベ
キ
事
業
ヲ
営
ミ
若
ハ
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
其
ノ
他
経
済
ノ
統
制
ヲ
目
的
ト
ス
ル
法
令
ニ

依
リ
統
制
ニ
関
ス
ル
業
務
ヲ
為
ス
会
社
若
ハ
組
合
又
ハ
此
等
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
別
表
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
役
員

其
ノ
他
ノ
職
員
其
ノ
職
務
ニ
関
シ
賄
賂
ヲ
収
受
シ
又
ハ
之
ヲ
要
求
若
ハ
約
束
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
ニ

処
ス
因
テ
不
正
ノ
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
相
当
ノ
行
為
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
七
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス

第
二
条
　
前
条
ニ
掲
グ
ル
役
員
其
ノ
他
ノ
職
員
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
其
ノ
担
当
ス
ベ
キ
職
務
ニ
関
シ
請
託
ヲ
受
ケ
テ
賄

賂
ヲ
収
受
シ
又
ハ
之
ヲ
要
求
若
ハ
約
束
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
条
ニ
掲
グ
ル
役
員
其
ノ
他
ノ
職
員
ト
為
リ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
二
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス

前
条
ニ
掲
グ
ル
役
員
其
ノ
他
ノ
職
員
タ
リ
シ
者
其
ノ
在
職
中
請
託
ヲ
受
ケ
テ
職
務
上
不
正
ノ
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ

相
当
ノ
行
為
ヲ
為
サ
ザ
リ
シ
コ
ト
ニ
関
シ
賄
賂
ヲ
収
受
シ
又
ハ
之
ヲ
要
求
若
ハ
約
束
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
二
年
以
下
ノ

懲
役
ニ
処
ス

第
三
条
　
前
二
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
収
受
シ
タ
ル
賄
賂
ハ
之
ヲ
没
収
ス
其
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ

ル
ト
キ
ハ
其
ノ
価
額
ヲ
追
徴
ス

第
四
条
　
第
一
条
及
第
二
条
ニ
規
定
ス
ル
賄
賂
ヲ
供
与
シ
又
ハ
其
ノ
申
込
若
ハ
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ

懲
役
又
ハ
二
百
五
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

前
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
自
首
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ヲ
減
軽
シ
又
ハ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
　
公
務
員
若
ハ
公
務
員
タ
リ
シ
者
又
ハ
第
一
条
ノ
会
社
及
組
合
並
ニ
此
等
ニ
準
ズ
ル
モ
ノ
（
以
下
経
済
団
体

ト
称
ス
）
ノ
役
員
其
ノ
他
ノ
職
員
若
ハ
役
員
其
ノ
他
ノ
職
員
タ
リ
シ
者
自
己
又
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
図
リ
重
要
物

資
ノ
生
産
、
配
給
又
ハ
消
費
ノ
統
制
其
ノ
他
経
済
ノ
統
制
ニ
関
ス
ル
行
政
庁
又
ハ
当
該
経
済
団
体
ノ
重
要
ナ
ル
秘

密
ニ
シ
テ
職
務
上
知
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
漏
泄
シ
又
ハ
竊
用
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス

第
六
条
　
経
済
団
体
ノ
行
フ
統
制
ニ
関
ス
ル
業
務
ヲ
代
行
ス
ル
法
人
ノ
役
員
其
ノ
他
ノ
職
員
又
ハ
人
若
ハ
其
ノ
使
用

人
ニ
シ
テ
当
該
業
務
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ハ
本
法
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
当
該
経
済
団
体
ノ
当
該
業
務
ニ
従
事
ス
ル

職
員
ト
看
做
ス

第
七
条
　
第
一
条
、
第
二
条
及
第
五
条
ノ
罪
ハ
刑
法
第
四
条
ノ
例
ニ
従
フ

附
　
則
　
抄

第
八
条
　
本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
九
条
　
本
法
施
行
前
為
シ
タ
ル
行
為
ノ
処
罰
ニ
付
テ
ハ
仍
従
前
ノ
例
ニ
依
ル

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
二
四
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
前
（
国
家
総
動
員
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
団
体
に
つ
い

て
は
、
同
法
の
な
お
効
力
を
有
す
る
期
間
の
経
過
前
）
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
五
月
二
日
法
律
第
四
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
附
則
第
二
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
（
附
則
第
十
二
項
を
除

く
。
）
の
規
定
は
、
公
庫
成
立
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

10
　
経
済
関
係
罰
則
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

11
　
前
項
の
規
定
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
六
月
一
日
法
律
第
一
八
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
一
条
中
市
街
地
信
用
組
合
法

の
廃
止
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
一
二
月
七
日
法
律
第
二
四
二
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
通
運
事
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
十
一
号
）
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
日
本
通
運
株
式
会
社
が
こ
の
法
律
施
行
の
日
以
前
に
お
い
て
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
適

合
し
て
い
な
い
事
項
を
同
法
に
適
合
さ
せ
る
た
め
同
法
第
三
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
を
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
以
後
日
本
通
運
株
式
会
社
法
及
び
経
済
関
係
罰
則
ノ
整
備
ニ
関
ス
ル
法
律
は
適
用

さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
通
運
株
式
会
社
法
及
び
経
済
関
係
罰
則
ノ
整
備
ニ
関
ス
ル
法
律
が
適
用
さ
れ
な
く
な

る
ま
で
の
間
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
日
法
律
第
九
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
五
月
一
一
日
法
律
第
一
七
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
八
月
五
日
法
律
第
二
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

10
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
一
月
二
四
日
政
令
第
三
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
の
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

21
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
二
月
一
六
日
法
律
第
二
七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

９
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
四
月
六
日
法
律
第
一
三
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
改
正
後
の
第
十
四
条
ノ
三
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
六
年
四

月
か
ら
始
ま
る
事
業
年
度
以
後
の
事
業
年
度
の
収
支
予
算
、
事
業
計
画
、
資
金
計
画
及
び
収
支
決
算
に
つ
い
て
、

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
六
月
一
五
日
法
律
第
二
三
九
号
）

こ
の
法
律
は
、
信
用
金
庫
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
六
月
二
〇
日
法
律
第
二
〇
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
八
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
七
日
法
律
第
三
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
政
令
で
定
め
る
。
但
し
、
そ
の
期
日
は
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
後
で
あ

つ
て
は
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
日
法
律
第
一
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
七
日
法
律
第
二
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
二
日
法
律
第
一
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
の
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
五
月
二
八
日
法
律
第
一
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

1



１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
二
二
日
法
律
第
一
五
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
一
日
法
律
第
一
七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
一
〇
日
法
律
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
一
一
日
法
律
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
四
月
一
七
日
法
律
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
六
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第
一
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
法
律
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
事
項
に
係
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し

必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
八
日
法
律
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
の
規
定
、
第
二
条
中
電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、

第
九
条
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
八
日
法
律
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
電
気
事
業
法
目
次
の
改
正
規
定
、
第
六
章
の
改
正
規
定
並
び
に
第
百
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百
十

二
条
の
二
、
第
百
十
七
条
の
三
、
第
百
十
七
条
の
四
及
び
第
百
十
九
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規

定
並
び
に
附
則
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
一

条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
五
条
か
ら
第
五

十
七
条
ま
で
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
日
法
律
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
三
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
百
一
条
及
び
第
百
二
条
の
規

定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
一
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
及

び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
二
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

一
　
貸
家
組
合
法
ニ
依
ル
貸
家
組
合
、
貸
家
組
合
連
合
会
、
貸
室
組
合
及
貸
室
組
合
連
合
会

二
　
市
町
村
農
業
会
、
道
府
県
農
業
会
（
東
京
都
農
業
会
ヲ
含
ム
）
及
全
国
農
業
会
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